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認
可
保
育
所
（
下
表
参
照
）
の

　

年
４
月
入
所
申
込
書
を
、

１６
　

月
４
日
（
火
）
か
ら
保
育

１１課
（
市
役
所
１
階
）
で
配
布

し
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
入
所
を
希
望

す
る
保
護
者
の
方
は
、
受
付

期
間
や
提
出
書
類
を
確
認
の

上
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
】

保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、
保
育
で
き
な
い
場

合
（
該
当
し
て
も
、
児
童
の

保
護
者
以
外
の
方
が
保
育
可

能
な
場
合
は
除
く
）
①
家
庭

の
外
で
仕
事
を
し
て
い
る
②

家
庭
で
日
常
の
家
事
以
外
の

仕
事
を
し
て
い
る
③
出
産
・

病
気
・
心
身
に
障
害
が
あ
る

④
同
居
の
親
族
を
い
つ
も
介

護
し
て
い
る
⑤
災
害
の
復
旧

に
当
た
っ
て
い
る
⑥
そ
の
他

申
込
書
の
配
布
は

　

月
４
日
（
火
）
か
ら

１１

ど
う
し
て
も
保
育
に
当
た
る
こ
と

が
で
き
な
い

　
【
ご
注
意
】前
項
の
①
〜
⑥
と
も

常
態
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
同
居
の
家
族
・
親
族
そ
の

他
の
方
も
保
育
で
き
な
い
場
合
に

限
り
ま
す
。
集
団
生
活
を
体
験
さ

せ
た
い
、
幼
児
教
育
の
場
と
し
て

利
用
し
た
い
と
い
う
理
由
だ
け
で

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

障
害
児
保
育
は
、
①
〜
⑥
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
と
も
に
、

障
害
の
程
度
が
お
お
む
ね
軽
度
の

場
合
で
す

　
【
提
出
書
類
】保
育
所
入
所
申
込

書
▽
家
庭
状
況
調
査
書
▽
税
額
証

明
書
（
コ
ピ
ー
可
）
＝
平
成　

年
１５

中
の
所
得
税
額
の
分
か
る
書
類

（
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
確
定
申
告

書
の
控
え
。
受
付
期
間
中
に
そ
ろ

わ
な
い
場
合
は
後
日
提
出
も
可
）。

ま
た
、
後
日
改
め
て
平
成　

年
度

１５

住
民
税
課
税
証
明
書
等
を
提
出
し

て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▽
保
育
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
を
確
認
す
る
書
類
（
例
え

ば
家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い
る

場
合
に
は
「
勤
務
証
明
書
」）

申
し
込
み
受
け
付
け
は

　

月
４
日
（
木
）
か
ら

１２
　
【
受
付
期
間
と
受
付
時
間
・
場

所
】
①　

月
４
日
（
木
）
〜
９
日

１２

（
火
）の
い
ず
れ
も
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
半
、
市
役
所
２
階
２
０
４

会
議
室
②　

月　

日
（
水
）
〜　

１２

１０

１２

日
（
金
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
午
後
８
時
、
市
役
所
１
階
市
民

プ
ラ
ザ
会
議
室
。
た
だ
し
①
･
②

と
も
、
正
午
〜
午
後
１
時
と
土
曜

･
日
曜
日
は
除
き
ま
す

　

※
転
出
等
で
他
区
市
町
村
の
保

育
所
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、

随
時
保
育
課
（
市
役
所
１
階
）
で

受
け
付
け
ま
す
。

　
【
入
所
の
決
定
】提
出
さ
れ
た
家

庭
状
況
調
査
等
か
ら
、
お
子
さ
ん

の
保
育
が
で
き
な
い
状
況
を
調
査
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年
度
の
認
可
保
育
所
の
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入
所
申
し
込
み
を
受
け
付
け

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

し
、
欠
員
が
あ
る
場
合
、
そ
の
度

合
い
の
高
い
方
か
ら
決
定
し
ま
す

　
【
保
育
料
】扶
養
義
務
者
の
課
税

額
や
お
子
さ
ん
の
年
齢
に
よ
り
決

定
し
、
保
育
料
の
納
入
は
口
座
振

替
と
な
り
ま
す

　
【
現
在
申
し
込
み
を
し
て
い
る

方
も
再
申
し
込
み
を
】
す
で
に
今

年
度
入
所
申
し
込
み
を
し
て
決
定

を
待
っ
て
い
る
方
で
、　

年
４
月

１６

１
日
以
降
も
引
き
続
き
入
所
を
希

望
す
る
方
は
、
受
付
期
間
中
に
必

要
書
類
を
添
付
し
て
新
た
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い

　

※
郵
送
で
の
入
所
申
し
込
み
は

受
け
付
け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
保
育
課
管
理
係
（
内

線
２
５
３
１
〜
２
５
３
３
）
へ
。

　

都
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
通

り
募
集
し
ま
す
。
申
し
込
み
資
格

等
、
詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

●
家
族
向
け
＝
①
申
込
者
本
人

が
都
内
に
居
住
す
る
成
年
者
（　
２０

歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）
で
、

そ
の
こ
と
が
住
民
票
ま
た
は
外
国

人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
で

証
明
で
き
る
こ
と
②
同
居
親
族
が

い
る
こ
と
③
所
得
（
同
居
親
族
に

所
得
が
あ
る
場
合
は
合
算
）
が
定

め
ら
れ
た
基
準
内
で
あ
る
こ
と
④

住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

　

●
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
定
期
使
用

住
宅
＝
家
族
向
け
申
し
込
み
資
格

に
加
え
、
①
申
込
者
本
人
を
含
め
、

同
居
親
族
全
員
が　

歳
未
満
で
あ

４０

る
こ
と
②
世
帯
構
成
が
、
夫
婦
の

み
の
世
帯
ま
た
は
夫
婦
お
よ
び
子

の
世
帯
で
あ
る
こ
と

　

●
単
身
者
向
け
＝
①
東
京
都
内

に
３
年
以
上
居
住
し
て
い
る
単
身

者
で　

歳
以
上
の
方
等
②
現
に
同

５０

居
し
て
い
る
親
族
が
い
な
い
こ
と

③
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基
準
内
で

あ
る
こ
と
④
住
宅
に
困
っ
て
い
る

こ
と

　

空
き
家
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
仕
様

住
宅
の
地
区
に
つ
い
て
、
高
齢
世

帯
、
心
身
障
害
者
世
帯
な
ど
住
宅

困
窮
度
の
高
い
世
帯
に
対
し
、
優

遇
資
格
に
応
じ
て
当
選
率
が
高
く

な
る
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
【
申
込
書
・
募
集
案
内
の
配
布
期

間
と
配
布
会
場
】　

月
４
日
（
火
）

１１

〜
７
日
（
金
）
と　

日
（
月
）
〜

１０

　

日
（
木
）
が
地
域
政
策
課
（
市

１３役
所
５
階
）
お
よ
び
上
の
原
・
滝

山
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
出
張
所
と

都
内
区
市
役
所
ま
た
は
町
村
役
場

で
。　

月
８
日
（
土
）・
９
日
（
日
）

１１

が
都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階
お
よ
び

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン

タ
ー
で

　
【
申
込
受
付
期
間
】　

月　

日

１１

１７

（
月
）ま
で
に
渋
谷
郵
便
局
に
届
い

た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す

　

詳
し
く
は
地
域
政
策
課
住
宅
政

策
係
�　

・
７
７
６
４
ま
た
は
東

７０

京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン

タ
ー
�　

・
３
４
９
８
・
８
８
９

０３

４
ヘ
。

都
営
住
宅 

入
居
者
を

募

集

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
女
性
が

増
え
る
中
で
、
労
働
条
件
が
明
確

で
な
い
、
賃
金
が
低
い
、
一
方
的

な
解
雇
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

国
分
寺
労
政
事
務
所
で
は
、
パ
ー

ト
で
働
く
方
、
こ
れ
か
ら
働
こ
う

と
思
っ
て
い
る
方
、
パ
ー
ト
を

雇
っ
て
い
る
方
を
対
象
に
労
働
セ

ミ
ナ
ー
と
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
申
し
込
み
と
詳
し
く

は
国
分
寺
労
政
事
務
所
�
０
４

２
・
３
２
３
・
８
５
１
１
ま
た
は

市
産
業
振
興
課
労
政
商
工
係
�

　

・
７
７
４
３
へ
。

７０

◆
パ
ー
ト
労
働
セ
ミ
ナ
ー

　
【
日
時
・
テ
ー
マ
】　

月　

日

１１

２５

（
火
）
午
後
２
時
〜
４
時
が
「
ト
ラ

ブ
ル
防
止
の
法
律
知
識
＆
対
処

法
」、　

月　

日
（
水
）
午
後
２
時

１１

２６

〜
４
時
が
「
税
金
・
社
会
保
険
の

基
礎
知
識
」【
会
場
】
市
役
所
７
階

７
０
１
会
議
室
【
講
師
】
弁
護
士

の
江
上
千
恵
子
氏
、
社
会
保
険
労

務
士
の
宮
田
浄
子
氏
【
定
員
】
先

着　

名
５０

◆
パ
ー
ト
労
働
相
談
会

　
【
日
時
】　

月　

日
（
水
）
午
後

１１

２６

３
時
半
〜
５
時
半
【
会
場
】
市
役

所
７
階
７
０
２
会
議
室【
相
談
員
】

社
会
保
険
労
務
士
、
国
分
寺
労
政

事
務
所
職
員

２２２２２２２２２２
００００００００００
００００００００００
３３３３３３３３３３
パパパパパパパパパパ
ーーーーーーーーーー
トトトトトトトトトト

２
０
０
３
パ
ー
ト

労労労労労労労労労労
働働働働働働働働働働
セセセセセセセセセセ
ミミミミミミミミミミ
ナナナナナナナナナナ
ーーーーーーーーーー

労
働
セ
ミ
ナ
ー

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆
相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談
会会会会会会会会会会
にににににににににに

＆
相
談
会
に

ごごごごごごごごごご
参参参参参参参参参参
加加加加加加加加加加
をををををををををを

ご
参
加
を

年

末

調

整

等 

説
明
会
を
開
催

　

今
年
も
、給
与
所
得
者
の
税

額
を
精
算
す
る
年
末
調
整
の

時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

　

東
村
山
税
務
署
で
は
市
と

共
催
で
、
法
人
・
個
人
事
業
者

の
事
務
担
当
者
の
方
を
対
象

に
、「
平
成　

年
分
給
与
所
得

１５

の
年
末
調
整
」「
源
泉
徴
収
票

（
給
与
支
払
報
告
書
）」「
法
定

調
書
等
の
作
成
」
に
つ
い
て
、

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
木
）

１１

２０

午
後
１
時
半
〜
４
時

　
【
会
場
】
市
役
所
７
階
７
０

１
会
議
室

　

※
説
明
会
用
の
駐
車
場
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、車
で
の
来

場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署

法
人
課
税
第
２
部
門
�
０
４

２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
ま
た

は
市
課
税
課
市
民
税
係
（
内
線

２
３
３
３
）
へ
。

�
　

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
、

報
酬
料
金
等
の
支
払
調
書
、
不

動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調
書

は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
り

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
提
出
枚
数
１
０
０
枚
以
上
が

対
象
）。

　

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
法

定
調
書
の
提
出
を
ぜ
ひ
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
資

料
情
報
担
当
�
０
４
２
・
３
９

４
・
６
８
１
１
（
内
線
３
１
６
）

へ
。 磁

気
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る

法
定
調
書（
源
泉
徴
収
票
等
）

の
提
出
の
お
願
い

《
お
詫
び
と
訂
正
》

　
　

月　

日
号
３
面
に
掲
載

１０

１５

し
ま
し
た
「
平
成　

年
度
市
立

１６

幼
稚
園
４
歳
児
募
集
」
中
、
表

の
タ
イ
ト
ル
が
「
私
立
幼
稚
園

一
覧
表
」
と
あ
る
の
は
「
市
立

幼
稚
園
一
覧
表
」
の
誤
り
で
し

た
。
お
詫
び
し
訂
正
し
ま
す
。

市 有 地 を 売 却
　市では、市有地を次の通り競争入札により売却します。入

札案内書（市ホームページでも掲載）は１１月４日（火）から

管財課（市役所４階）で配布します。

　【物件①】所在地＝小山５－１１９３－１０▽地目＝宅地▽面積

（実測）＝１３７．３６㎡▽参考価格＝２０８９万３千円

　【物件②】所在地＝滝山７－１４－１▽地目＝雑種地▽面積
（実測）＝１８１㎡▽参考価格＝３１２９万１千円

　※参考価格は価格の目安ですので、入札の際の参考にして

ください。なお、①②のいずれも最低売却価格が設定されて

いますので、それ以上の金額でないと落札できません。

　【入札参加資格】①②のいずれも個人または法人

　【入札保証金の金額および納入日時・会場】①②のいずれも

入札保証金１００万円。１１月２７日（木）午後１時半～２時、市

役所７階入札室

　【入札会の日時・会場】①②のいずれも１１月２７日（木）午後

２時から、市役所７階入札室

　【売買契約の締結期限・契約保証金】①②のいずれも１２月４

日（木）まで。契約保証金３５０万円

　【売買代金の納入期限】①②のいずれも１２月１１日（木）まで

　詳しくは管財課�７０・７７１８へ。

　
【
専
門
】

　

※
予
約
は
広
報
課
�　

・
７０

７
７
７
７
（
代
）
へ
。

　

☆
法
律
相
談　
　

月　
１１

１９

日
・　

日
の
午
前　

時
か
ら
、

２６

１０

市
役
所
２
階
相
談
室
。
担
当

＝
弁
護
士
。
い
ず
れ
も　

月
１１

　

日
の
午
前
８
時
半
か
ら

１３（チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
て
か

ら
）、
先
着
順
に
電
話
予
約

を
受
け
付
け
。

　

☆
登
記
相
談　
　

月
３

１２

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市
役

所
２
階
相
談
室
。
土
地
等
の

所
有
権
移
転
な
ど
。
担
当
＝

司
法
書
士
。　

月　

日
の
午

１１

２８

前
８
時
半
か
ら
先
着
順
に

電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
表
示
登
記
相
談　
　
１２

月
３
日
の
午
後
１
時
か
ら
、

市
役
所
２
階
相
談
室
。
建
物

の
新
・
増
・
改
築
の
登
記
な

ど
。
担
当
＝
土
地
家
屋
調
査

士
。　

月　

日
の
午
前
８
時

１１

２８

半
か
ら
先
着
順
に
電
話
予

約
を
受
け
付
け
。

　

☆
税
務
相
談　
　

月　
１１

１２

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市
役

所
２
階
相
談
室
。
担
当
＝
税

理
士
。　

月
６
日
の
午
前
８

１１

時
半
か
ら
先
着
順
に
電
話

予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
人
権
身
の
上
相
談　

　

月　

日
の
午
後
１
時
か

１１

１９

ら
、
市
役
所
２
階
相
談
室
。

担
当
＝
人
権
擁
護
委
員
。　
１１

月　

日
の
午
前
８
時
半
か

１１
ら
先
着
順
に
電
話
予
約
を

受
け
付
け
。

　

☆
不
動
産
相
談　
　

月
１１

　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市

１９役
所
２
階
相
談
室
。
担
当
＝

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
。　
１１

月　

日
の
午
前
８
時
半
か

１４
ら
先
着
順
に
電
話
予
約
を

受
け
付
け
。

　

☆
交
通
事
故
相
談　
　
１１

月　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、

２６
市
役
所
２
階
相
談
室
。
担
当

＝
弁
護
士
、
都
交
通
事
故
相

談
員
。　

月　

日
の
午
前
８

１１

２０

時
半
か
ら
先
着
順
に
電
話

予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
行
政
手
続
相
談　
　
１１

月　

日
の
午
前　

時
か
ら
、

１２

１０

市
役
所
２
階
相
談
室
。
相
続
、

成
年
後
見
、
会
社
・
法
人
の

設
立
手
続
き
な
ど
。
担
当
＝

行
政
書
士
。　

月
６
日
の
午

１１

前
８
時
半
か
ら
先
着
順
に

電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
年
金
・
労
災
・
失
業
保

険
・
人
事
管
理
等
相
談　
　
１１

月　

日
の
午
前　

時
か
ら
、

２６

１０

テ
ィ
ホ
ー
ル
東
本
町
。　

歳
６０

以
上
の
方
が
対
象
（
高
齢
者

就
業
相
談
署
は　

歳
以
上
）。

５５

担
当
＝
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
役
員
、
武
蔵
野
高

年
齢
者
就
業
相
談
所
職
員
。

直
接
会
場
へ
。

　

☆
経
営
相
談　
　

月
６

１１

日
の
午
後
１
時
〜
４
時
、
市

役
所
２
階
相
談
室
。
担
当
＝

市
商
工
会
経
営
指
導
員
。
申

し
込
み
は
産
業
振
興
課
労

政
商
工
係
へ
。

　
【
住
ま
い
】

　

☆
住
宅
増
改
築
相
談　

　

月　

日
の
午
前　

時
〜

１１

１３

１０

午
後
４
時
、
市
役
所
２
階
相

談
室
。
住
宅
の
修
理
・
改
築

工
事
一
式
、
見
積
も
り
な
ど
。

担
当
＝
市
住
宅
増
改
築
等

斡
旋
（
あ
っ
せ
ん
）
事
業
地

登
録
団
体
協
議
会
。
直
接
会

場
へ
。

　

☆
耐
震
相
談
会　
　

月
１２

　

日
の
午
後
２
時
〜
５
時
。

１０市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば
。

担
当
＝
東
久
留
米
建
築
設

計
協
会
。
申
し
込
み
は
前
日

ま
で
に
同
協
会
事
務
局
・
桑

原
建
築
設
計
事
務
所
�　

・
７６

１
５
１
５
へ
。

市
役
所
２
階
相
談
室
。
担
当

＝
社
会
保
険
労
務
士
。　

月
１１

　

日
の
午
前
８
時
半
か
ら

２０先
着
順
に
電
話
予
約
を
受

け
付
け
。

　

　

【
障
害
者
】

　

☆
知
的
障
害
者
相
談　

　

月
５
日
の
午
前　

時
〜

１１

１０

正
午
、
市
役
所
１
階
相
談
室
。

担
当
＝
知
的
障
害
者
相
談

員
。
直
接
会
場
へ
。

　

☆
身
体
障
害
者
相
談　

　

月　

日
の
午
前　

時
〜

１１

１４

１０

正
午
、
市
役
所
１
階
相
談
室
。

担
当
＝
身
体
障
害
者
相
談

員
。
直
接
会
場
へ
。

　
【
仕
事
】

　

☆
高
齢
者
の
仕
事
の
相

談　
　

月
５
日
の
午
後
１

１１

時
〜
３
時
半
、
コ
ミ
ュ
ニ

認 可 保 育 所 一 覧 表
電話番号所 在 地保育年齢保 育 所 名
７１・５７２２上の原２－２－４１歳～５歳上 の 原 保 育 園

公　
　
　
　
　

立

６３・６６５５南　沢４－７－１８１歳～５歳ひ ば り 保 育 園
７３・３９２３幸　町１－１７－１１歳～５歳さいわい保育園
７３・３９２０滝　山６－１－２０歳～５歳たきやま保育園
６３・４３５０南　町１－７－５－１０１０歳～５歳み な み 保 育 園
７３・９６４３下　里３－２－２３０歳～５歳はくさん保育園
７４・６６５４新川町１－１－１２０歳～５歳しんかわ保育園
７３・７９３０八幡町２－１４－２２０歳～５歳はちまん保育園
７３・７９１０前　沢１－５－３００歳～５歳まえさわ保育園
７５・０５６１中央町１－２－４０歳～５歳ちゅうおう保育園
７３・１０００大門町１－３－４０歳～５歳久留米みのり保育園

私　
　

立

７３・３９７１下　里４－１－２１０歳～５歳あ そ か 保 育 園
７３・４１３３滝　山７－５－１２０歳～３歳しおん乳児保育園
７４・２９１０下　里７－８－２００歳～５歳下里しおん保育園
７４・５３０７柳　窪２－１５－６０歳～５歳く る み 保 育 園

※０歳児保育は、公立保育所では入所時に６カ月以上の乳児、私立保育所で
は入所時に２カ月以上の乳児が対象です。
※たきやま保育園は公設民営です。

　

東
京
都
で
も
、
交
通

事
故
相
談
�　

・
５
３

０３

２
０
・
７
７
３
３
や
ヤ

ミ
金
被
害
者
相
談
�

　

・
５
３
２
０
・
４
７

０３２
７
を
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
を
。


